
様式第10号

（あて先）　寝屋川市上下水道事業管理者

１．　給水管引込み工事完成後における給水装置の維持管理に関する事。

２．　給水管引込み工事完成後における正当な理由なく使用する行為。

３．

４．

５．

６．　給水装置を第三者に譲渡した場合、上記事項を全て譲受人に承継します。

氏 名

住 所

　給水管引込み位置が後日不適当な場合は、上下水道局の指示どおり引込み
替えを自費にて行います。

　上記止水栓止給水装置より、新たに第三者が給水装置工事申込みをする場合
の支管分岐についても、同意します。

指定給水装置

　給水管引込み工事完成後諸事情により当該引込み管が不要となった時は、分
岐部で閉止の上、給水装置を撤去します。また、掘削後の舗装本復旧も同時に
施工します。

 

給水装置工事申込み（止水栓止）について

年　　　　　月　　　　　日

誓　　約　　書　（止水栓止）

住 所

氏 名
申 込 者

　私儀、今般寝屋川市　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　番地におきまし

て、給水装置の申込み（止水栓止）を行いますが、承認にあたり指定給水装置工事

事業者と連携を密にし下記事項を遵守することを誓約します。

記

工 事 事 業 者


